
第１回交通政策審議会航空分科会 技術・安全部会 

 

平成２５年６月２１日（金）  

国土交通省（中央合同庁舎３号館） 

１ １ 階 特 別 会 議 室 

 

【事務局（坂本）】  定刻になりましたので、ただいまから第１回 交通政策審議会航空

分科会 技術・安全部会を開催させていただきます。 

 ご出席の皆様方には大変お忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがと

うございます。 

 私は事務局を務めさせていただきます、航空局安全部安全企画課の坂本でございます。

どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、開会に先だちまして、航空局長の田村よりご挨拶申し上げます。 

【航空局長】  航空局長の田村でございます。部会に先だちまして一言ご挨拶申し上げ

ます。 

 本日はご多忙の中、技術・安全部会の第１回会合にご出席いただきまして、まことにあ

りがとうございます。また、日ごろから航空行政に対しましてご理解とご協力を賜りまし

てまことにありがとうございます。重ねて御礼を申し上げます。 

 航空分野におきましては、例えば、本邦のＬＣＣが参入するということで、業界に環境

の変化が起こっております。それから、いろいろな技術の進歩もございますし、それから、

２年前の大規模な震災の発生、それから、社会資本の老朽化といういろいろな課題がござ

います。こういうことに対応して、情勢に適応した規制の適正化でございますとか、ある

いは技術・安全行政の取り組みが求められておりまして、そういったことについて幅広く

ご審議をいただく場として本部会を設置させていただいているところでございます。特に

安全・安心の確保は航空行政の最大の使命でございます。今年に入りまして７８７の問題

でも我々もいろいろと忙殺されてきたわけでございますけれども、航空事故につながりか

ねない安全上のトラブルは日々発生しております。さらなる安全性向上のための取り組み

が求められておりまして、本日はこうした点についてご議論を賜りたいと考えております。

皆様の専門的な見地で忌憚のないご意見を頂戴したいと思っております。本日はどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 
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【事務局（坂本）】  本部会の審議でございますが、本部会の議事につきましては、報道

関係者に限り公開とさせていただきました上で、議事録については内容について委員の皆

様方にご確認していただいた後、発言者氏名を除いて、会議資料とともに国土交通省ホー

ムページにおいて公開することとなっております。あらかじめその旨ご了承願います。 

 また、恐れ入りますが、報道関係者の方々、これ以降の写真撮影はご遠慮いただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、お手元にお配りしております資料の確認ですが、議事次第、委員名簿、配

席図、説明資料をお配りしております。説明資料につきましては、資料１ 技術・安全部

会の設置について、資料２ 今後の航空安全行政について、資料３－１ 安全に関する技

術規制のあり方検討会のフォローアップについて、資料３－２ 空港内の施設の維持管理

について、資料３－３ ボーイング７８７型機の運航再開について、資料３－４ 将来の

航空交通システムに関する長期ビジョンについてとなっております。 

 ご確認いただきまして、資料の不足等ございましたら、事務局までお申しつけください。 

 なお、卓上のマイクの使用方法ですが、ボタンを押していただくとマイクに赤いランプ

がつきますので、お話しください。終わりましたら、もう一度ボタンを押して電源を切っ

ていただくようお願いいたします。 

 それでは、ご出席の委員の皆様のご紹介を、お手元の委員名簿の名前順に紹介させてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

 Ａ委員です。 

【Ａ委員】  Ａです。よろしくお願いいたします。 

【事務局（坂本）】  Ｂ委員です。 

【Ｂ委員】  Ｂです。よろしくお願いいたします。 

【事務局（坂本）】  Ｃ委員です。 

【Ｃ委員】  よろしくお願いいたします。 

【事務局（坂本）】  Ｄ委員です。 

【Ｄ委員】  Ｄです。よろしくお願いいたします。 

【事務局（坂本）】  Ｅ委員です。 

【Ｅ委員】  Ｅです。よろしくお願いいたします。 

【事務局（坂本）】  Ｆ委員です。 

【Ｆ委員】  Ｆです。よろしくお願いいたします。 
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【事務局（坂本）】  Ｇ委員です。 

【Ｇ委員】  Ｇです。よろしくお願いいたします。 

【事務局（坂本）】  Ｈ委員です。 

【Ｈ委員】  Ｈです。よろしくお願いいたします。 

【事務局（坂本）】  Ｉ委員です。 

【Ｉ委員】  Ｉです。よろしくお願いいたします。 

【事務局（坂本）】  Ｊ委員です。 

【Ｊ委員】  Ｊでございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局（坂本）】  その他の行政側出席者につきましては、時間の関係上、お手元の配

席図にてかえさせていただきます。 

 本部会の部会長につきましては、委員の皆様方に事前に相談をさせていただいてござい

まして、Ｅ委員を部会長とすることで特段異議がございませんでしたので、Ｅ委員に部会

長をお願いしてございます。 

 また、部会長代理につきましては、Ｅ委員よりＡ委員のご指名がありましたので、報告

させていただきます。 

 それでは続きまして、Ｅ委員からご挨拶をいただきたいと思います。Ｅ委員、よろしく

お願いします。 

【Ｅ委員】  部会長を仰せつかりました、Ｅでございます。どうかよろしくお願いいた

します。 

 今、田村局長からお話があったとおりでございます。昨今の７８７の事故に代表される

ように、最新の非常に急速な科学技術の変化に航空業界としてどのように対応していくか、

そして、そのレギュレータとしてこれをどういうふうに規制するのかといったところ、ま

た、ＬＣＣに代表されるような新しい航空輸送のビジネスモデルが日本でも誕生し、これ

から大きく成長しようとしております。こうした中で、航空にとって安全が一番重要なこ

とであることは言うまでもありません。それを経済性、そして利便性とどのように調和を

とってやっていくのかという非常に重要な時期に今いるのではないかと思います。そうし

た意味で、この安全部会、専門家の皆様方と意見を交えながら、今後の長期的なビジョン

について、有意義な検討をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局（坂本）】  ありがとうございました。それでは、以後の進行はＥ委員にお願い

したいと思います。Ｅ委員、よろしくお願いいたします。 
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【Ｅ委員】  それでは、これから議事を進行させていただきます。 

 本日は、冒頭に事務局のほうで用意していただきました資料１、及び資料２、技術・安

全部会の設置について、それから、今後の航空安全政策について、この２点につきまして

簡潔に説明をいただきまして、その後、意見交換に入りたいと思います。また、その後、

事務局より資料３、その他報告事項について説明をいただきたいと思います。よろしいで

しょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは初めに、事務局のほうから資料の説明をお願いいたします。 

【安全企画課長】  事務局を担当しております、安全企画課長の石﨑でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元にお配りしております資料１をまずご説明させていただきたいと思い

ます。技術・安全部会の設置についてという資料でございます。１枚めくっていただきま

すと運営方針というのがついてございます。航空に関する重要事項につきましては、調査・

審議をするために、交通政策審議会のもとに航空分科会が設けられておりまして、２０１

２年７月、昨年の７月に示された運営方針をもとにこの部会が設置されております。枠の

中でございますけれども、航空分科会のもとに２つの部会を常設する。その１つとして技

術・安全部会を設けるものでございます。委員の方々は、本日ご出席いただいております

１０名の方にお願いいたしているところでございます。 

 ２つ目の○にございます、各部会は、その上位の分科会への適宜状況の報告を行うこと

になってございます。技術・安全部会につきましては、その下にございますが、年に２回

程度開催を予定しておりまして、航空運送、航空交通、空港分野に関する安全、技術面の

審議を担当いただくことを予定いたしております。 

 １枚めくっていただきますと、今後の航空技術・安全行政の課題についてということで、

本部会で取り扱っていただきたい課題について整理しております。先ほど局長、それから、

Ｅ委員からもお話ございましたが、近年の航空を取り巻く情勢ということで、上のほうに

４つほど掲げております。本邦ＬＣＣの参入の促進でありますとか、オープンスカイの推

進といった航空業界の環境の変化といったものがまず１つ上げられると思っております。

それから、旅客機、あるいは通信技術といったような技術の進歩もありますし、東日本大

震災でありますとか、笹子トンネルの事故といったような、大規模な震災の発生、あるい

は社会資本の老朽化もある。さらには、依然としてテロ情勢は厳しいという状況がござい

 -4-



ます。こうした航空を取り巻く状況に対応して、行政としてもそれを取り扱っていくとい

うことが必要でございますので、そういったことを踏まえて、下に掲げられておりますよ

うな課題に対応していきたい。その際に部会でご審議をいただきたいと思っております。

課題としては、下に掲げておりますが、航空運送事業の安全性の確保でありますとか、安

全に関する規制についても、国際競争力の強化の観点から適正化が必要だということもご

議論いただきたいと思っておりますし、航空機の安全の担保、あるいは交通システムの変

革といったようなこともご議論いただく必要があろうかと思っております。さらには、災

害に強い体制・施設の構築でありますとか、空港の維持管理の改善、航空保安対策の維持・

向上といったようなことにつきましても、ご議論いただくことを、今後予定したいと思っ

ております。 

 資料１につきましては以上でございます。 

 それでは、お手元の資料２で、本日の、今後の航空安全行政についてということをご説

明させていただきたいと思います。１枚おめくりいただきますと、本日のご説明内容と、

ご議論いただきたい事項ということで、頭に整理をさせていただいております。本日ご説

明させていただく中身でございますが、大きく３点ございます。航空事故等の現状がどう

なっているかという点、今後の航空安全行政の基本的な方向性についてどう考えるべきか

という点、３点目として、そういった基本的な方向性を踏まえて、具体的にこういったこ

とを実証したいということをご説明させていただきたいと思っております。それを踏まえ

ましてご議論をいただければと思っておりますが、下に３点ほど書いてございますが、こ

れにとらわれることなく、今日ご説明させていただく内容につきまして、ご議論いただけ

ればと思っております。 

 それでは、シートは飛びますが５ページをごらんいただければと思います。右下に５と

書いてあるシートでございます。こちらは、航空事故等の現状についてということで、説

明させていただくものでございますが、５ページのグラフにつきましては、着陸１００万

回当たりの航空死亡事故の発生回数を５年間の移動平均であらわしております。例えば、

２０１１年の値につきましては、２００７年から１１年の５年間の航空死亡事故件数の合

計を、５年間の総発着回数で除しまして、それを出発１００万回当たりであらわしている

というふうにごらんいただければと思います。このグラフをごらんいただきますとわかり

ますように、１９９３年から数値をとってございますが、ずっと減ってきたものでござい

ますけれども、近年は下げどまり傾向にあるという状況でございます。資料としてはお示
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ししておりませんが、地域別に見た場合には、発生率につきましては若干高低はございま

すけれども、傾向としてはおおむねこのような傾向にどの地域もあるということでござい

ます。 

 １枚めくっていただきまして、次は航空機の出発回数でございますけれども、実績を途

中まで、それからその先が予測値でございます。航空機の出発回数は増加しておりまして、

国際民間航空機関では、今後の航空の自由化、技術革新によりまして、２０２５年には現

在の１.５倍程度の増加を見込んでいるところでございます。こうした状況でございますの

で、事故の発生率が下げどまっている中で出発回数が増加するということでございますの

で、結果として事故発生回数が増加する懸念があるということでございます。国際的な問

題意識としては、こうしたさらなる安全性の向上を図っていく必要があるだろうというこ

とでございます。 

 １枚めくっていただきますと、今度は我が国の状況でございますけれども、この８ペー

ジのグラフは、本邦航空運送事業の出発１００万回当たりの航空事故発生回数を、５ペー

ジと同じように５年間の移動平均であらわしたものでございます。１９９９年に航空事故

の定義が見直されておりますので、機内での病死が航空事故から除かれたということもご

ざいますので、１９９８年以前の数値につきましては、当方でその事故件数を除きまして

集計しております。したがいまして、今まで外に出ている数字と若干差異がございますけ

れども、そういった形でのグラフとごらんいただければと思います。これをごらんいただ

きますと、事故発生率でございますが、横ばい、あるいは若干減少傾向でございまして、

このところ大きく下がっていないということでございます。なお我が国におきましては、

１９８５年に発生しております御巣鷹山の事故以来、定期航空運送事業者による乗客の死

亡事故は発生いたしておりません。 

 その次のページでございますけれども、こちらは最近発生いたしました航空事故、重大

インシデントについて、内容をお示ししたものでございます。航空事故と重大インシデン

トを分けておりますが、航空事故は、ご存じかもしれませんが、航空機の墜落、衝突、火

災、あるいは航空機による人の死傷、物件の損傷といったようなものが航空事故に該当い

たします。 

 重大インシデントにつきましては、閉鎖中、あるいは他の航空機が使用中の滑走路から

の離陸でありますとか、オーバーランをしたとか、飛行中におけます発動機の停止といっ

たような、事故が発生するおそれが認められる事態につきまして重大インシデントと定義
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しております。この表の中のものでございますけれども、上の事故の真ん中の２０１２年

１０月１６日、それから重大インシデント一番下、７月８日の福岡空港と書いてございま

す、この２点以外は、まだ運輸安全委員会において原因を調査中という状況でございます。 

 １枚めくっていただきまして、２点目の今後の航空安全行政の基本的方向性についてと

いうことで、ご説明させていただきたいと思います。１１ページ目のシートになりますが、

安全性向上のためのアプローチというものを大きく２つに分けて見ております。１つ目は、

定められました基準等を遵守いたしまして、事例が発生した場合には再発防止を講じると

いったような、これまで主にとられてきた方法によるものでございまして、どちらかと言

うと事後的な対応のアプローチでございます。それから、もう一つは右側の②でございま

すけれども、事案が発生する前段階におきまして、リスクを把握して対策を講じていくと

いったような予防的対策に力点を置くものでございます。 

 １枚おめくりいただきますと、今までのアプローチの関係でございますが、現行制度の

基本になっているところでございまして、具体的にはレギュレータが国際民間航空条約、

それから、それの附属書等に準拠いたしまして基準等を策定いたしまして、その内容をプ

ロバイダが遵守することが基本になっているところでございます。 

 １３ページでございますが、我が国の航空運送事業の例を記載しておりますが、航空運

送事業、航空機、あるいは航空従事者の安全性の確保に関する業務、それから、民間の管

理する航空、地方管理空港の管理に関する業務につきましては、レギュレータが遵守すべ

き基準、手続等を策定いたしまして、プロバイダが事業や業務を開始する際にレギュレー

タの許認可等にからしめる、こういったような形で安全性を担保しているということでご

ざいます。また、プロバイダの基準等の遵守状況につきましては、レギュレータが監査等

で確認するということでございます。 

 １ページおめくりいただきますと、航空機に対する指示・支援に関する業務、いわゆる

管制の指示でありますとか、運航情報の提供、あるいは国の管理空港の管理に係る業務に

つきましては、国自身がレギュレータとして遵守すべき基準・手続を定めるとともに、プ

ロバイダといたしましてそれを遵守するという形で安全を確保してきているということで

ございまして、先ほどの航空運送事業などと取り扱いが違いますのは、プロバイダとレギ

ュレータが同一かどうかといったような点でございます。 

 次のシートでございますが、こちら２つ目のアプローチの点でございますけれども、こ

ちらはレギュレータ、プロバイダともに、どこにどのような安全上の懸念があるかを特定
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して、その安全のリスクを把握した上で、リスクの高いものについて受容可能なレベルま

で低減させるといった、事前予防的な取り組みを基本としようというものでございまして、

その次のページをおめくりいただきますと、レギュレータとプロバイダそれぞれが実施を

するということで、互いの取り組みを互いに作用・影響すると概念上は考えているところ

でございます。 

 １７ページ目のシートになりますが、まずはレギュレータ側の話になります。こちらは

事前予防的な取り組みを実施するためには、安全上のリスクをまず把握する必要があると

いうことでございまして、現在でも監査や安全上の支障を及ぼす事態の報告といったこと

を通じまして、リスクは把握しているところでございますけれども、事前予防のためには

今以上に広く安全に関する情報を収集して分析することが必要でございますし、結果とし

ての安全性を数値としても把握していくということでやっていきたいと考えているところ

でございます。 

 おめくりいただきますと、プロバイダ側の話になりますけれども、プロバイダにつきま

しては、既に安全管理システムを運用していただいておりまして、みずから実施している

安全対策の有効性については評価していただいているということでございますけれども、

安全性を定量的に評価するところまでは求められていないという状況でございまして、今

後は定量的な評価を実施していただきまして、さらなる安全性の向上を図っていくことを

考えているところでございます。 

 そうしたプロバイダの方々に評価していただくことに加えまして、レギュレータとして

もプロバイダのＳＭＳの有効性について定量的に把握していこうというのが、１９ページ

目のシートでございます。 

 １枚おめくりいただきますと、これはちょっと話がまた違っておりますが、レギュレー

タとプロバイダの組織の分離という関係でございます。先ほど１４ページでご説明いたし

ましたが、航空機に対する指示・支援に対する業務でありますとか、国管理空港の管理と

いった業務につきましては、国がレギュレータであると同時にプロバイダでもあるという

ことでございまして、一体となって安全を確保していくということでございます。ここに

ございますように、国際民間航空機関では、国がレギュレータであると同時にプロバイダ

でもある国においては、レギュレータとプロバイダとの責任及び権限を明確に区分すると

求めておりまして、この要請には国も対応する必要があると思っております。 

 ２１ページはアメリカの例を挙げてございますけれども、航空交通業務に関しましてレ
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ギュレータ業務を担当いたします組織と、プロバイダ業務を担当する組織とを分離するこ

とで、先ほどのＩＣＡＯの要求を担保しているということでございまして、フランス、シ

ンガポールにおきましても、国が航空交通業務を担っているようでございますけれども、

両国とも分離していると聞いております。 

 １枚おめくりいただきますと、２２ページの図でございますけれども、ここまでご説明

してきました内容を踏まえまして、全体的に眺めていくために整理したものでございます。

２つのアプローチを別々にご説明しておりますけれども、それらはお互いに関連し合いな

がら安全性の向上を図っていくことになろうかなと思っております。例えば、下から矢印

が出ておりますけれども、事前予防対策として把握いたします自発報告で上がってくる情

報につきましては、場合によりましては一番左の基準の改正に反映するといったようなこ

とでありましたり、監査の際には重点的に監査をするために活用するといったようなこと

も考えられまして、こうした形で安全性の向上を目指していくことを考えております。 

 次に２３ページからでございますが、具体的な実施事項、基本的な方向性を踏まえて具

体的に大きく３点実施したいと考えております。レギュレータとプロバイダの組織の分離、

安全に関する情報の収集分析体制の確立、さらには安全指標等の導入でございます。１つ

ずつご説明させていただきますが、１枚めくっていただきますと、２４ページ目のシート

が最初のレギュレータとプロバイダの組織の分離でございます。先ほどから申し上げてお

ります管制の指示のような国がやっておりました業務につきましては、航空局内におきま

して、レギュレータとプロバイダを明確に区分した組織ということで、これを明確に分離

することといたしておりまして、先ほどのＩＣＡＯの要件を満たす形をとろうということ

でございます。 

 ２５ページでございますが２０１１年７月に航空局に安全部を設けまして、安全に関す

るレギュレータ組織を集結させているところでございます。組織発足から要員の増強など

を図っておりまして、きちんとやっていくということでございます。 

 おめくりいただきまして、２６ページ目以降、安全情報の収集分析の話でございますが、

三角形の図のところで事態を２種類に分類しておりますけれども、まず上の安全上の支障

を及ぼす事態でございますけれども、具体的には、下に※を書いてございますが、航空事

故、重大インシデントには該当しませんが、航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす

事態でございますが、これにつきましては、主に再発防止対策を講じる必要性から、プロ

バイダに対しまして報告を義務づけようということでございます。 
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 それから、先ほど航空事故と重大インシデントにつきましてはこんなものだというご説

明を申し上げましたが、それ以外の安全上の支障を及ぼす事態では、例えば、航空機の構

造が大修理を必要とするような損傷を受けた事態でありますとか、航空機に装備されまし

た重要なシステムが正常に機能しないといったようなことを、今、航空輸送事故において

は収集している状況でございます。一方で、下の安全上の支障を及ぼす可能性がある事態

でございますが、これにつきましては、主に予防対策に役立てる観点から、プロバイダが

自主的に報告できる仕組みを設けようというものでございまして、例えばということで想

定しておりますのは、滑走路の配置でありますとか、構造が紛らわしくて指示のあった誘

導路と異なる誘導路に入りそうになったとか、そういったヒヤリとしたとか、そういう情

報をこちらで集めようというものでございます。 

 ２７ページでございますが、義務報告でございますが、新たにレギュレータ組織を確立

する業務、具体的には管制の指示、それから、国の管理空港の管理にかかわります業務で

ございますけれども、こちらにつきましては、現在、レギュレータ組織に対する義務報告

という仕組みが設けられてございませんので、組織を確立することに伴いまして制度をつ

くりたいということでございます。その際、個々の事象の安全上のリスクを勘案しながら

行いたいと思っておりまして、想定される報告として、そこに掲げているようなものを想

定いたしております。機器・施設に関する障害、業務に関する不安全事象ということで幾

つか掲げてございますが、こういったものを収集しようということでございます。 

 なお、現在、レギュレータに対する義務報告制度を設けております航空運送事業の分野

におきましては、年間１,０００件弱の報告件数ということで、義務報告制度を使っている

ところでございます。 

 １枚おめくりいただきますと次は２８ページでございますが、自発報告制度でございま

す。こちらは予防的対策に役立てるために、安全上の支障を及ぼす事態には至っていない

ものの、そういう可能性がある事態について情報を収集・分析する仕組みを新たに設けよ

うというものでございます。こちらにつきましては義務報告とは異なりまして、プロバイ

ダの方々の自発性、あるいは自主性に頼るということでございますので、報告しやすい環

境の整備が重要だろうと考えておりまして、２９ページはアメリカの事例を掲げてござい

ますが、アメリカでは１９７５年に連邦航空局が自発報告制度を運用開始いたしましたが、

航空に関する監督権、処罰権を持っている機関がみずから運用しているということで、な

かなかうまく機能しなかったということがございまして、翌年からＮＡＳＡに運用を移管
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いたしているところでございます。現在も制度自体はＦＡＡが設けておりますけれども、

運用はＦＡＡとの契約でＮＡＳＡが実施しているところでございまして、２０１１年は６

万件超の報告実績があると聞いております。 

 ３０ページでございますが、１枚めくっていただきますと、今の米国の例に加えまして、

英国とオーストラリアも第三者機関が運用しているということでございまして、こちらも

レギュレータによる行政処分、行政指導を懸念するということをなくすために、こういっ

た形で運用していると聞いております。 

 ３１ページでございますが、こういった点を踏まえまして、我が国におきましては、行

政処分等の懸念を排除するための環境を整備しようということで、下の図のような形を考

えております。具体的には、レギュレータとして制度を創設いたしますが、情報の収集・

整理・秘匿化などにつきましては、レギュレータ、プロバイダ以外の第三者にお任せする

ことにいたしまして、また第三者機関に対しましては守秘義務を課す形にしようと思って

います。また、レギュレータは第三者機関に対しまして、組織とか個人が特定される情報

を求めない、あるいは行政処分は実施しないということで、それを明示することで、行政

処分等の懸念を排除するための環境整備をしたいと考えております。 

 １枚めくっていただきますと、レギュレータとして制度を設けるに際しまして参考とす

るためにと思いまして、これはプロバイダみずからが今実施されております報告を促す仕

組みを挙げたものでございます。避けられないヒューマンエラーに係る事象の場合には、

懲戒処分等を行わない制度を導入するとか、匿名で投書できるような措置を実施していく

という事例もございます。また、匿名とは逆になりますけれども、記名でやることになる

と思いますが、表彰制度を導入したり、研修等で自発報告の意義等の伝達をするといった

ようなことで、報告を促すための取り組みを実施していると伺っております。 

 ３３ページからは３点目の安全指標等の導入の関係でございますけれども、安全指標、

安全目標値を設定いたしまして、その後継続的に数値で把握することで、安全上の懸念の

ある分野を特定できる可能性が高くなるということで、安全性の向上に寄与できるのでは

ないかと考えているところでございまして、レギュレータとして、安全指標と安全目標値

の設定を行いたいと考えているものでございます。 

 ３４ページ目でございますけれども、こちら他国の状況を私ども調べたものでございま

すが、現在、安全指標等を設定していることを把握できている国は、イギリスとシンガポ

ールの２カ国でございまして、イギリスはここに掲げてありますような、死亡事故の発生

 -11-



回数といった安全指標は掲げておりますけれども、目標値までは設定していないという状

況にございます。一方でシンガポールは安全指標、安全目標値ともに定めていますが、そ

こに書いてあるような状況になっているということでございまして、設定している国はわ

ずかでございますし、設定方法も確立されていないという状況ではないかと思っておりま

す。そうした中で、私どもの国で安全指標、安全目標値を設定したいと考えておりますが、

段階を踏んで安全指標等を設定したいなと思っております。初期の段階では、航空事故の

発生率でありますとか、重大インシデントの発生率といったような影響の大きい事象を設

定して、将来的には、滑走路誤進入発生率といったようなことについても設定していけれ

ばと思っておりまして、安全目標値につきましては、指標を決定した上で、その現状値を

測定した上で検討したいと考えております。 

 めくっていただきますと、３６ページに安全指標等の導入ということで、想定され得る

安全指標の例を掲げさせていただいております。将来的に安全指標を増やしていこうとい

うことで、こんなことは考えられるのかなということで４つほどに分類して、それぞれ掲

げたものでございますけれども、大きく全体の安全性を把握するための指標、主に施設・

設備の安全性を把握するための指標、それから、ヒューマンエラーを把握するための指標、

外部環境に対する安全性を把握するための指標ということで、大きく４つに分けてござい

ます。 

 それから、それぞれの分野ごとにこんな指標が考えられるかなということで掲げたもの

でございまして、こういった点につきまして、こんな考え方でいいのかなというのをご議

論いただければありがたいなと思っております。 

 それから、最後のページでございますけれども、プロバイダの話でございますが、プロ

バイダの方々におかれましても、安全指標、安全目標値の設定を行っていただくことを考

えてございまして、ここに書いてございます、それぞれの業務の特性をあらわしているも

のについて、客観的な数値としてはかれるものを指標として設定し、目標値を決めていた

だくということを考えております。具体的に記載しておりませんが、例えば、航空運送事

業者でありましたら、飛行中の発動機の停止発生率といったもの、空港設置者ですと、制

限区域内の事故発生率といったようなことが考えられるんではないかと思っておりますが、

こちらにつきましては、それぞれの事業者の方々、プロバイダの方々に決めていただくと

考えております。 

 以上、ご説明させていただきました具体的な実施事項でございますけれども、これから
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制度設計いたしまして、来年の４月からは導入できればということで今作業を進めている

ところでございます。 

 雑駁な説明でございましたが、以上でございます。 

【Ｅ委員】  ご説明ありがとうございました。 

 それでは、少し時間をとりまして、今のご説明の質疑応答も含めて、意見交換に移りた

いと思います。委員の皆様方いかがでしょうか、何かご意見、ご質問等ございましたら、

お願いいたします。 

【Ｄ委員】  委員のＤと申します。私も４０年間現場に勤めてまいりましたけれども、

先ほど紹介ありましたように、１９８５年以降、日本では乗客の死亡事故がないというの

は、これは世界的に見てもすごいことじゃないかと思っております。 

 それから、義務報告は、日本の場合はかなり定着してきて、再発防止には相当役立って

いるんじゃないかと思います。リスクマネジメントの視点から言っても、自発報告制度と

いうのは、これは非常に有効ではないかと思います。というのは、義務報告になるような

事象はそんなにしょっちゅうはないんですけれども、自発的な報告というのは、ある意味

ではほとんど毎日のように起こっていることですので、これはやはりみんなが自主的にた

くさん出してもらって、それで対策をとることによって、プロアクティブな、より予防的

な安全対策ができると思いますので、ぜひ、今後はこの自発報告制度を積極的に進めてい

くことが、日本の航空の安全にとって１つの大きなポイントになるのではないかと思いま

す。 

 その自発報告制度をより効果的にするためには、いろいろ具備要件があるんですけれど

も、１つは、非懲戒制度、これはなかなか日本ではまだ難しいかもわからないですけれど

も、秘匿性ということによって、結果的には懲戒に至らないということ。それから、公正

性ということですね、それからあと簡易性、義務報告は必ず出さなきゃいけないというこ

とでやるんですけれども、自発的な報告というのは、ヒヤッとした、ハッとしたんだけど、

結果的には事故、インシデントになっていないから、もういいやということで、なかなか

人間というのは出したがらない。ですから、それをやはりこういう文書でなければいけな

いとか、そういったものですと、皆さんためらってしまいますので、メモでもいい、メー

ルでもいい、電話でもなんでもいいという、そういった出しやすい環境をつくっていくと

いうこと。それからあと貢献性ですね、ヒヤリ、ハット報告が、これだけプロアクティブ

で予防的な安全に生かされていますという、その情宣活動がやはり大事だと思って、それ
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からあとフィードバックするということ。なんといっても、自発的な報告制度を積極的に

やっていくためには、自発報告制度がこれだけ予防的な安全対策に効果がありますという

のを、ぜひみんなに知っていただく、あるいはメディアを通じて国民の皆様にもわかって

いただく、これがやはり大事かなと思っております。 

【Ｅ委員】  Ｄ委員、ありがとうございます。長年の経験に基づいて、さらなる自発的

な報告をさらに進めてほしいということだと思います。 

 ほかの皆さんいかがでしょうか。 

【Ｈ委員】  今、Ｄ委員と私も全く同感でして、私も最近の特に米国の情報を少し調べ

てみたんですけれども、２９ページに書いてあるとおり、７５年に自発的安全報告制度を

導入して、そのときはレギュレータ側に、まさに懲罰に使えるという権限が残っていたの

で、うまくいかずに第三者機関に移したと。その後フォローしてみると、２００１年時点

で６万件と報告があると言いますけれども、その手前、２００８年に、エア・トラフィッ

ク・セーフティ・アクション・プログラム（ＡＴＳＡＰ）というものを導入して、そちら

でも情報あると思いますけれども、それで急激に、その導入後３年間で１０倍に自発的報

告が増えたと。それもかなりシステム的に変えたのか、具体的にはちょっとまだフォロー

できていないんですけれども、その中で管制官向けのプログラムと技術官向けのプログラ

ム、テクニカル・オペレーショナル・セーフティ・プログラムと呼ぶらしいですけれども、

その中で随分細かいデータまで上がってきていると。初めは管制官サイドからも、それを

やると逆に不安全行動をあおるというか、そういう懸念はあったらしいんですけれども、

実際やってみると、初めは細かい情報を出しつつ、その細かい情報を使って、初めは細か

いチャートに書いてある注意書きの位置を変えるとか、そういう細かいことの改善に使っ

ていった、先ほどのＤ委員も、実際に具体的に結果としてあらわれたところを示していく

べきだ、まさにそのとおりだと思うんですけれども、そういうちょっとしたところもどん

どん示していくと、管制官サイドも、こういった報告したことは実際にすぐフィードバッ

クされて、長期的な安全につながっているんだなと意識すると、また情報を出しやすくな

ってくる、そういういい循環がかなりこの３年で生まれているそうです。なので、そうい

った情報は非常に参考になるなと思って、ぜひ今後参考にしていただきたいなという希望

を持っています。 

 その前提になんですけれども、先ほどＦＡＡをエアトラフィック・オーガニゼーション

とレギュレータに分けると、両者ともＦＡＡ長官の傘下にあるので、先ほどの日本の安全
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部と交通管制部に分けるというのと似てはいるんですけれども、あたかも非政府系事業体

であると２０ページに書いてありますけれども、それをどのように担保しているのかとい

うところが、我が国においてもそれを、この建物の同じフロアに部があって、実際できる

のかというような、パッと見の懸念もありますけれども。ＩＣＡＯから言われたから見た

目だけでも変えるというのももちろんいいんですけれども、実体としてそういう独立系の

組織として機能して、かつそれを非懲罰制度にしないと、やはりデータが出てこない。Ｆ

ＡＡのＡＴＯの学会かなんかのプレゼンテーションを見ると、とにかくデータだと、１に

もデータ、２にもデータ、３にもデータ、とにかくデータということで、データの重要性

を、事故の再発防止という観点も重要なんですけれども、今のシステム上、事故につなが

らない、少し非効率な部分の改善にもどんどん役立てていく、そういうところがやはり重

要かなと思っています。 

 最後に指標をつくるという話もあったんですけれども、これも関連して、先ほど指標の

話が３４ページに例があって、アメリカの例がなかったんですけれども、これもちょっと

見てみると、米国でいろいろなリスクマネジメント上でMetricを用意していて、結構細か

いというか、さっきのランウエイインカ―ジョン数ももちろんあるんですけれども、例え

ば、最終進入に入るときにオーバーシュートを少ししちゃいましたとか、管制間隔を決ま

っているやつを少し切っちゃったとか、その回数とかですね、とにかく細かい指標がいろ

いろ並んでいて、それを具体的にシステムの改善に応用している、そんなことがあります

ので、先ほどの３５ページの順番で、初めに影響の大きい事象の指標をつくって、次に将

来の日常的に発生するトラブルってありましたけど、逆に、指標をつくっても、そんなに

デリケートじゃない部分からもつくって、システムのパフォーマンスの改善に生かしつつ、

そういう安全性の目標値にもしていくということも可能なんじゃないかなと思いました。 

 長くなりましたけれども、以上です。 

【Ｅ委員】  Ｈ委員、アメリカの事情等、ご説明いただきましてありがとうございます。 

 今の点に関して、航空局側から何かコメントございますでしょうか。 

【安全企画課長】  先ほどの安全指標の部分につきましては、すみません、アメリカの

例は勉強不足で把握しておりませんでしたので、また後ほど教えていただければと思って

おります。ただ、指標の設定につきましては、まだ明確にこうしようということで決めた

ものではございませんので、今のアドバイスもいただきながら、中で検討していきたいと

思っております。 
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【Ｅ委員】  ありがとうございます。 

【Ｇ委員】  ちょっと今日の論点とずれてしまうというか、最初の興味の発言ですけれ

ども、５ページに出ている世界の死亡事故発生率は、大体１００万回当たり０.５、日本が

その同じ指標で２.５ぐらいですか。 

【安全企画課長】  申しわけございません、これは、ＩＣＡＯのデータを使っておるん

ですが、世界的な事故の件数は死亡の事故発生件数で、死亡者が出た場合の発生件数でご

ざいまして、日本については、先ほど申し上げましたように、御巣鷹山以来死亡事故はご

ざいませんので、日本の場合は０にずっとなってしまいますので、傾向値としてお示しす

るのもわかりにくいかなということでございまして、こちらの数字でございます。 

【Ｇ委員】  すみません、聞き漏らしました。それに加えまして、例えば世界的なもの

では、５ページの表なんかはさらに分析されているんだと思いますけれども、事故発生要

因といいますか、そういうことに絡んで、先ほども議論になりましたけれども、指標設定

というところで、単に事故率を下げるだけじゃなくて、細かくやっていくべきなんじゃな

いかと私個人は思うんですけれども。とりあえず最初のほう、なぜ高いのかなと聞き漏ら

して、変な質問してしまいましたけれども。 

【Ｂ委員】  冒頭の自発報告の件に関してなんですが、多分、現場でのいろいろなトラ

ブル、隠蔽といいますか、隠したがる、現場の心情としてそういうものがあると思います

けれども、何事もオープンにする企業風土といいますか、現場の風土といいますか、そう

いうのは非常に効果的だと思うんですね。そういう意味で、これは今後の課題だと思うん

ですが、情報をオープンにする、あるいは共有するということ、現場での状況を監査とい

いますか、モニターしていただいて、それをあまねくいい仕組みなりがあったらそれを共

有するとか、今後のフォローをぜひ、どういうふうに維持していくか、よりよくしていく

かというところも検討していただければと思います。 

 もう一つ、これは冒頭でのお話かと思いますが、ＩＣＡＯのいろいろな、先ほど米国の

例もありましたけれども、世界での動きというか、まず、ＩＣＡＯの要求事項、あるいは

どういうことをやっている、あるいは情報分析の仕方だとか、方法だとかいったことに関

して、今、我が国の状況はどうなのか、対処といいますかね、そういったところもぜひ整

理していただくと、今後の取り組みの参考になるのではないかと思います。 

【Ａ委員】  ちょっと話題が変わるんですけれども、制御系システムに対するセキュリ

ティがアメリカでも随分話題になっていて、今後どう使うか議論されている。例えば、フ
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ライトマネジメントシステムも制御系システムの一部だし、管制システムもその部分に入

るんだと思います。コンピュータセキュリティの安全対策は切りがないんですけれども、

何が有効な方策かというのが１つではないということで、みんな不安に思いながら聞き耳

を立てている。レギュレータ、プロバイダともにのお願いなんですけれども、そういうふ

うな世の中の情勢に敏感になっていただいて、いろいろなことを早手回しに取り上げてい

ただいて、検討いただくという体制をつくっていただくのが重要かなと思っております。 

【Ｅ委員】  はい、ありがとうございます。Ａ委員の今のご指摘はＡ委員のご専門でも

ありますので。ソフトウエアの安全性といったようなことで、航空局側から何かコメント

等いただければと思いますけれども、いかがですか。 

【安全部長】  今のＡ委員のお話、ちょっと反応させていただきたいと思います。最後

のほうでおっしゃいました、世界の情勢に敏感になれということは、まさにおっしゃると

おりだと思っておりまして、制御系の話を例示として出していただきましたけれども、そ

れにとどまらずに新しい技術がどんどん導入されてきております。それを、枯れた技術だ

けで航空の世界を動かしていくとなんら進歩がないわけですので、新技術を取り入れてい

かなければいけないんですけれども、新技術が持つ脆弱性については、自分の経験だけで、

自分が立ち向かうトラブルだけで全てを解決することができませんので、やはり世界の情

勢、世界で何が起きているのかに対して敏感になる必要があると思います。Ａ委員のご指

摘も踏まえながら、私ども行政も進めていきたいと考えております。 

【Ｆ委員】  皆さんのご意見に私も賛同する者ですが、基本的には、今まで安全の管理

というのは、各プロバイダもそうですし、レギュレータもされてきているんだと思うんで

すが、これをいかに見える化するか、可視化するということが重要なんだろうなと思って

おります。今回のレギュレータとプロバイダを分ける、これも１つの、要するに内部で行

っていたのを外に見えるような形でのやりとりができる、こういう形にしようということ

だと理解していますし、指標をつくったり、自発報告制度、これも基本的には外へ情報を

出していく制度だと思って、こういったものをどんどん推し進めるべきだと私も思ってい

ます。 

 その上で、Ｈ委員からありましたとおり、あるいは先ほど隠蔽という言葉もありました

が、いかにデータを収集するかというのはほんとうに重要だと思っておりまして、このと

きに、ちょっと話が戻りますが、自発報告制度のところで、これはプロバイダと一言で書

いてありますが、これはプロバイダの構成員個々なのかどうか、あるいは、先ほどシステ
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ムのお話ありましたけれども、いわゆる委託業者等もあるわけで、そういったところまで

含めていくのかどうか、こういったところ非常に難しい、幅広くすればするほど情報が逆

に漏れてしまう可能性もありますし。ただ、それを絞ってしまえばなかなか出てこない可

能性もあるし、ここのところは難しいなと思って聞いておりましたので、このあたりご検

討いただきたいなと。どういう仕組みにするのか、誰が報告をできるようにするのか、こ

ういったところが重要だと思っています。 

 さらに、このデータを集める、ＰＤＣＡのサイクルのチェックの部分に非常に大きくか

かわるんですが、このところで、集めるだけでは不十分で、それを分析する能力を持たな

いといけないなと、要するにデータだけ、あるいは書類だけ集まってきて、ほったらかし

にしてしまっては何の意味もないわけで。もちろん、そういったことに意識が向くという

効果はあるんですが、これをぜひ効果的に活用して分析をしていく能力も、この第三者機

関で持つのか、どこで持つのか、少し検討が要るんですが、私は第三者機関の中にそうい

った専門家がいて、きちんと分析して、それをフィードバックする、こういった仕組みが

あったほうがいいんではないかと個人的には思っております。そういうようなしっかりと

した分析をして次へ生かすということも、ぜひ考えていただきたいと思っております。 

 それから、ちょっと話が戻ってしまいますが、自発報告制度の中で、３２ページにあり

ますプロバイダの中で、航空のプロバイダですかね、実際に行われているような制度だと

思うんですが、こういったものも、もう既にあるものを活用して、いかに情報が出てくる

かという、これとうまく連動ができれば、一番効果的に集められるなと。要するに、あま

り手をかけずに集める方法も考えていただきたいなと思っております。 

 ぜひ、いろいろな情報を集めることはほんとうに重要だと思っておりますので、それを

いかに多く集めて効果的に改善に向けていくか、これをぜひご検討いただきたいと、具体

的にできるようなものを、実施可能なものとしてできることを期待しております。 

 以上です。 

【Ｅ委員】  ありがとうございます。報告制度はもう既に日本国内でも動いていると思

うのですけれども、Ｊ委員にお伺いしたいんですけれども、実際にこういった報告が上が

ってきて、改善につながったという事例、もし公表できるものがあれば教えていただきた

いのですけれども。 

【Ｊ委員】  具体的に改善につながったかどうかというのは、定量的な言い方はちょっ

と難しいと思うんですけれども、こういう民間レベルでやっております自発報告制度の中
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で、これも当然秘匿性を保ちながらやられていると思いますけれども、そういう中で幾つ

かまとめられるべきものはまとめられて、関係部署、当局等にそういう話があってご連絡

するというところで、それに対して的確な対応をとっていただくということが続いており

ますので、そういう意味では有効性は維持できているのかなと感じております。 

 それで、この自発報告制度は、今のＦ委員のお話にもあるとおり、各サービスプロバイ

ダごとにいろいろやっているところがございまして、これは当然、非懲罰性でフィードバ

ックがあって、非常に出しやすい環境にある、そういう条件がどういうレベルでも必要に

なると思うんですけれども、これをあわせて国レベルでやる場合には、さらに各サービス

プロバイダが、業種、あるいは規模を超えて、国と一緒にやって、非常にいいなとポジテ

ィブに思えるような形、これは異なる業種のサービスプロバイダもあわせて、具体的な形

態はこれからいろいろ設計・検討されると思うんですけれども、そういうのをトータルで

見えるということができてくれば、各サービスプロバイダごとにやっているものに加えて、

さらに非常に効果が上がるなということが出てくるようになる。そういうことが１人１人、

実際に現場の方々が認識できれば、さらに有効性が上がっていくんではないかと思ってお

ります。 

 それからすみません、もう１点なんですけど、安全指標と数値目標なんですけれども、

安全指標そのものについては、ＩＣＡＯとかいろいろサンプルとしていろいろなところも

挙がっておりまして、おそらく行き着くところはそんなに難しくはないと思うんですけれ

ども、数値目標については、どういう数字を挙げるのかなというのは難しいんではないか

と想像しているんですが、ただ、数値化をするに当たっては、それを超えたらだめだよと

いうことではなくて、いわゆるフェータルアクシデントを防ぐためには個々の指標があっ

て、そこの数値をクリアしていけば、フェータルなアクシデントには至らないという、こ

れもぜひポジティブな形で設定するということで検討していただければと思っております。 

 以上でございます。 

【Ｅ委員】  ありがとうございます。 

【Ｃ委員】  今まで皆さんおっしゃっている、自発的に報告をするという風土が日本に

は育っていないことを、日本航空の訓練に参加させていただいた時に、伺いました。外国

の危機管理のトレーニングをそのまま導入すると、うまくいかない。日本人は、、誰かがや

るに違いないとか、この程度のことはほかの人も気づいているに違いないとかいう配慮が

先に働いて自発的に報告しない。外国人の場合は、小さいことでも報告義務を大事にして
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いると思います。ですから、今、皆様おっしゃっているの自発的なことに期待するだけで

よいのか、ということが、感想でございます。 

【Ｅ委員】  ありがとうございます。ほんとうによくなっていくという実感がないと、

Ｈ委員も先ほどおっしゃっていましたけれども、フィードバックがかかって、全体がよく

なるという実感がないと、何でこんなのやっているんだろうなというふうに終わってしま

いかねません。そこは単に集めるだけではなくて、それを実際にどういう改善に生かした

かというところまで公開して、全体としてよくなったとみんなが実感できるような、そう

いうところが必要なんだと思います。トヨタ生産方式というのが日本で非常に伸びたのも、

個々の工員さんたちの提案が製品の向上につながって、さらにはそれが生産台数の向上に

つながって、最終的には自分の給料がよくなるとか、そこまで行くのでどんどん提案して

いくというところが根づいてきたかと思うんですけれども。こういった事故とかトラブル

の場合は、ややもするとネガティブな方向に行ってしまいますので、なかなか正のフィー

ドバックがかかっていかないところが懸念されます。いいことはほんとうにどんどん、こ

ういった報告があって、こんなことが改善されて、こんなふうによくなったみたいなとこ

ろを、これはどこがやるのか考えていただかなきゃいけないんですけれども、社会の皆さ

んが見てわかるような、そういったところをぜひ検討していただけるといいんじゃないか

と、皆さんの話を聞いていて私も思いました。 

【Ｉ委員】  先ほどより自発報告制度についてご意見をいただいているところですけれ

ども、３２ページに、既に自発報告制度を確立しているプロバイダではということで、取

り組み例について、例として幾つか報告されているようです。実際の数値、例えばアメリ

カでは、全体で作業している従事者の数も大変多いかと思いますが、１年間で６万件を超

えるような多くの実績があるということが報告されています。例として挙げている日本の

中で積極的にやっているところはどれくらいの数があるのかということのデータがござい

ましたら、日本の中で予測される数になるかと思いますが、いかがでしょうか。 

【安全企画課長】  ３２ページの具体的な報告を促すための取り組みの例でございます

けれども、航空会社の方々に、例がございますかという形で今回は確認をしただけでござ

いまして、数値までちょっと把握しておりませんで、申しわけございません、後ほどまた

調べて、わかればご報告させていただきたいと思います。いずれにしても、これは社内と

いうかプロバイダの中での報告件数でございますので、それぞれ確認して、お示しできる

かどうかも確認してみたいと思います。 
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【Ｅ委員】  活発なご意見、委員の皆様、ありがとうございます。こうした意見をどう

いうふうに反映していただいて、来年の４月からという話で、時間的にも非常に急ではな

いかと思うんですけれども、制度的にどういうふうにつくり上げていくか、計画を教えて

いただければと思います。 

【安全企画課長】  先ほど申し上げましたように、４月から自発報告制度でありますと

か、レギュレータとプロバイダを分けた形での義務報告制度についてはしっかりとした形

にして、運用を始めていきたいと思っておりまして、まだ実は制度設計ができておりませ

んので、今日のご意見などを踏まえまして、細部までこれから制度設計をするという形に

なろうかと思います。制度はいずれにしても４月からのスタートでありますけれども、そ

の前にはある程度のものはつくっておいて、皆さんとご相談するという形になろうかと思

いますので、夏以降、秋ぐらいには関係者との協議を始めようという形で進めていきたい

と思っております。 

 いずれにしましても、形はまだ全然でき上がっていない段階でのこんなご相談でござい

ましたので、抽象的な資料で非常に恐縮でございましたけれども、もう少し話が固まりま

したら、ここでの議論がどうなったか、どう踏まえられているかを、また必要に応じてご

報告させていただくという形にしたいと思っております。 

【Ｅ委員】  そういう意味では、委員の皆様方から今出していただいた意見をどんどん

反映させていただくいいきっかけになるかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【Ｄ委員】  １つ要望としましては、自発報告制度なんですけれども、今私はパイロッ

トのほうにかかわっているんですけど、個別にやる、航空の安全というのはやはり全体の

システムですので、パイロットだけで整備、客室、あるいは管制、こういったものが１つ

に集まってやらないと、我々、パイロットから出した、先ほど少しＪ委員も触れておられ

ましたけど、なかなか全体が動いていかないもんですから、これは最終目標になろうと思

うんですけど、最終的には、全て航空システム全体での自発的報告、そのほうが早くいろ

んなものが迅速に改善されていくと思いますので、最終目標としては全体での自発報告制

度でいろいろなものを改善していくかという、そういった方向を目指していただければと

思います。 

 それから、安全指標につきましては、初めから完璧なものはできないと思いますから、

とにかくまずできるところからやっていて、ＰＤＣＡで少しずつやりながら見直していく

のが一番実用的ではないか、そのように感じております。 
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【Ｅ委員】  ありがとうございます。航空の全体にかかわる話ですので、いろいろなと

ころのこういった活動を集約できるような形で、トータルとして見えるようにということ

かと思います。 

 それからもう一つは、指標の設定というのは、先ほどＨ委員でしたか、難しい重要なこ

とからやるというのも１つの考え方だけれども、気軽に数値を出せるようなところからや

っていくという考え方もあるんじゃないかとありましたので、また議論していただければ

と思います。 

 それでは、一通りご意見を伺いまして、また最後にも少し時間をとりたいと思いますの

で、議事のほうは先に進ませていただきたいと思います。 

 それでは、その他報告事項になりますが、これにつきましてご説明をよろしくお願いい

たします。 

【安全企画課長】  それでは、お手元の資料３－１ 安全に関する技術規制のあり方検

討会のフォローアップについて、私のほうからご説明させていただきたいと思います。ま

ずこの資料でございますけれども、安全に関する技術規制のあり方検討会というのを平成

２３年１２月から立ち上げておりまして、こちらは国土交通省の成長戦略に、航空会社の

コスト削減に資する技術規制の緩和を重点的に行うということで規定されましたので、そ

れを踏まえまして、航空技術の進歩への対応でありますとか、利用者ニーズを踏まえた新

たな事業運営形態の対応といった観点から、規制のあり方を見直したものでございます。

全事業者の方々からご要望をいただきまして、それを整理して、１２９の項目に集約いた

しておりますけれども、それにつきまして、９項目は他省庁等の関係でございますが、１

２０項目につきましては我が省の担当ということで整理したものでございます。 

 対応状況、下のところにございますが、２５年５月末時点で１２０項目中６２の項目に

ついては対応済みという形でございまして、対応不可は２２項目でございます。上の赤い

ところに対応不可２０とございまして、これとの違いは、実は対応するところでＣという

項目がございましたが、検討しますということで検討した結果、やはりこれは難しいとい

うことで対応不可になったものが２個あるということで、２０から２２に増えています。

残り３６の項目については現在検討中でございまして、今後のスケジュールといたしまし

ては、夏ごろにフォローアップすることを今考えているところでございます。 

 めくっていただきますと、具体的にこの技術規制の見直しで実施した主な事例というこ

とで、３つほど掲げさせていただいております。一番左、実技試験のシミュレータ化でご

 -22-



ざいますが、副操縦士に昇格する際には実技試験を実機で行っていたものでございますけ

れども、これを訓練の一部を実機で行う等の条件のもとに、実技試験につきましてはシミ

ュレータで構わないということで対応いたしておりまして、試験のために機材を運休させ

る必要がないということでございます。 

 それから真ん中でございますけれども、旅客在機中に給油を行うというのは、一定の条

件を満たせば可能だったわけでございますが、その旨認知されていなかったということで、

明確化したということでございまして、効果といたしましては、旅客在機中に給油を行う

ことでターンアラウンドタイムが短縮されて、遅延の回復などが可能になる、こういった

ことでございます。 

 それから一番右でございますけれども、航空機を登録した際には、登録機種を表示する

打刻をしなければならないことになっていまして、金属プレートの貼付による打刻も可能

であったわけでございますが、その旨が認知されていなかったということで、それを明確

化したものでございます。この効果でございますけれども、リース機である場合には、直

接打刻をすると原状回復に費用がかかるということで、これのコスト低減が見込まれると

ころでございます。 

 その次の４ページでございますけれども、これは検討中の項目でございます。機長認定

でございますが、これは機長の認定に係ります初回の認定審査、それから社内審査におけ

ます不合格者の再審査につきましては、国の運航審査官が実施することになっております

けれども、これにつきまして、社内で航空会社で実施できるようにということでございま

して、効果としては、訓練・審査のスケジュールの効率化が図られるということで、こう

いったものを今検討しているところでございます。 

 それから、真ん中は非常信号灯の装備義務でございますけれども、こちらも長距離の洋

上飛行を行う場合に限定するということで、規制の装備義務の緩和を検討中でございます。 

 一番右でございますけれども、放射性輸送物でございますけれども、これは火薬類、高

圧ガス、腐食性液体、引火性液体といったような、安全な輸送を損なう恐れのある物件と

混載してはいけないということになってございますが、これにつきまして、火薬類は引き

続き混載を認めないことになりそうでございますけれども、それ以外のものにつきまして

は混載できるようにしようということで、検討を行っているところでございまして、こう

いったことを今検討中でございまして、先ほど申し上げました残り３６項目について検討

しているということでございます。 

 -23-



 以上です。 

【Ｅ委員】  ありがとうございます。どうしましょう、続いて説明していただいて、後

でまとめて質疑応答にしましょうか。 

 それでは、次の資料の説明をよろしくお願いいたします。資料３－２ですね。 

【空港安全・保安対策課長補佐】  空港安全・保安対策課の塩田と申します。資料３－

２で、空港内の施設の維持管理についてということで、報告させていただきます。 

 社会資本の老朽化対策ですとか、昨年の笹子トンネル事故を踏まえた、航空局での今の

維持管理の取り組みについてということでございます。 

 めくっていただきまして２ページでございますが、国土交通省全体での現在の検討状況

についてでございます。１．審議会関係で、社会資本整備審議会・交通政策審議会の下で

メンテナンス戦略小委員会というものを昨年の８月に設立してございます。東大の家田先

生が委員長になってございまして、それ以降何度も委員会が開催されまして、今年の５月

に中間答申が出されている状況でございます。 

 それから２．社会資本の老朽化対策会議ということで、こちらは国土交通大臣が議長に

なってございまして、省内の幹部がメンバーとなってございまして、今年の１月に設置さ

れてございます。今年の３月２１日に、社会資本の維持管理・更新に関し当面講ずべき措

置ということで、現在取りまとめられている状況でございます。 

 ３ページ目でございます。今申し上げました社会資本の老朽化対策会議の中で、今後の

検討の方向性ということで整理されているものでございます。左側に課題と書いてござい

まして、こういった課題について整理すべしとなってございまして、緊急点検の実施です

とか、基準・マニュアル類の改善、運用、それから、情報の整備ということでデータの整

備といったこと、それから、新技術の導入、それから、予算・制度ということで、予算、

体制、法令。それから、長寿命化計画の推進といったことで、こういった課題に対してい

ろいろ検討していくべきということで、今年の３月２１日には、各国交省の道路ですとか、

河川ですとか、港湾ですとか、各分野ごとに工程表ができております。非常にそれは細か

くて４ページ分にまたがってしまいますので、次の４ページに、その中の空港分を抜粋し

てございます。 

 ４ページでございますが、まず、緊急点検ということで、トンネルの中の附属物の点検

を昨年度実施してございまして、こちらにつきましては特に異常がないという状況でござ

います。それから、現在、トンネル以外の滑走路ですとか、それ以外のビルなども含めた
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構造物について、今年の９月末までに点検を終える予定にしてございます。基準、マニュ

アルにつきましては、従来空港土木施設管理規定というものがございましたが、次のペー

ジで説明しますが、維持管理関係の検討委員会を設立してございまして、その中の緊急レ

ビューを踏まえまして、点検の内容ですとか方法を見直して、この規定も改定してござい

ます。６月１７日、今週の月曜日に改定しまして、関係者に周知しているところでござい

ます。それから情報関係でございますが、航空局では空港施設ＣＡＬＳというものを既に

持ってございまして、直轄、国管理空港についてはデータを一元管理してございます。こ

ちらにつきましては、情報の蓄積ですとか、地方自治体管理空港への普及促進を続けてま

いりたいと思ってございます。技術開発につきましては、効率的な健全性判定技術ですと

か、電磁波を用いた点検技術について検討してございます。これはまた後ほど説明させて

いただきます。それから、法令関係でＰＦＩの活用も載ってございますが、国管理空港に

ついてのＰＦＩ法の公共施設等運営権制度を活用できる制度の創設ということで、法案が

今週成立しているところでございます。それから長寿命化計画につきましては、私ども長

期的視点に立った維持管理・更新計画を新たにつくることにしてございまして、国管理空

港については今年の９月末までにつくりまして、その後、地方航空ですとか会社管理空港

に広げていきたいと考えております。 

 ５ページでございます。維持管理に関する検討委員会ということで、この関係の有識者

委員会を設立してございます。委員長は東洋大学の福手先生にお願いしてございまして、

昨年１２月年末に設置いたしまして、２月５日と３月８日に１回、２回とやりまして、真

ん中の右側でございますが、維持管理に関する緊急レビューを取りまとめてございます。

内容としましては、点検の対象の施設ですとか、頻度ですとか、方法について見直したこ

とと、長期的な視点に立った維持管理・更新計画を策定することでございます。一番下の

段になりますが、本格的なＰＤＣＡサイクルに向けてということで、省全体としてそうい

うふうにしていくという方向性が出てございますので、空港分野でどのようにしていくか

という検討を現在進めているところでございます。 

 ６ページでございますが、現在の空港の土木施設関係でどのような点検をしているかと

いう状況でございます。巡回点検、定期点検、幾つか点検の方法が分かれてございますが、

一番左側、巡回点検というのは、主に目視で日常から点検しているものでございまして、

例えば、滑走路や誘導路やエプロンですと、細かくなりますが、巡回点検Ⅰ、Ⅱとござい

ますが、大体月１回のペースでそういったことをやっていると。これは毎年同じように繰
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り返しているものでございます。その隣の定期点検は、いろいろな機器類を使った点検を

やってございまして、毎年やるものですとか、３年に１回やるもの、５年に１回やるもの、

幾つか分かれてございますが、こういった点検を現在やっているところでございます。 

 それから７ページでございますが、維持管理に関する技術開発ということで、２つござ

いますが、舗装関係で、表面上ではなんら支障はないんですが、地下で何か起こっている

かもしれないということを調べるための技術開発を進めてございます。左側が赤外線によ

る路面剥離調査で、今までですと目視と打音点検でやってございましたが、なかなか打音

ですと効率性が悪いといった話もございますので、昨年１１月から、羽田空港で赤外線を

用いた点検を導入してございます。こちらは今年度中に主要空港に展開を予定してござい

ます。それから右側が、赤外線はわりと舗装のそんなに下のところまでまだわからないん

ですが、こちらもっと深いところに空洞があるかないかという確認するための評価手法の

開発でございまして、今までですと、あるところでとまって、重りをドスンと落として、

その結果を踏まえて評価してございましたが、今後、走行しながらそういった空洞がある

かないかを確認できないか、現在開発を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

【Ｅ委員】  ありがとうございます。それでは、３点目の資料３－３です。よろしくお

願いいたします。 

【航空機安全課長】  航空機安全課長の川勝でございます。資料３－３を用いて、ボー

イング７８７型機の運航再開について、ご説明させていただきます。 

 まず資料を１枚めくっていただきまして２ページですが、ボーイング７８７型機の概要

です。これにつきましてはご承知の方も多いと思いますが、２１０人～２５０人乗りくら

いですが、機体構造の約５０％が複合材ということで、機体重量を軽くしまして、燃料効

率を約２０％向上。その機体構造の３５％を日本の企業がつくっているということで、右

上にあります絵の赤い部分が機体構造で日本がつくっているところです。そのほか構造以

外にも、今回のバッテリーをつくっております、小さい字で書いてありますけれども、ジ

ーエス・ユアサですとか、ラバトリーとかギャレーのようなものをつくっているジャムコ

とか、多くの日本企業が参画しております。右下につきましては現在の機数ということで、

５７機が飛んでいますけれども、事案が起こったときには５０機世の中に飛んでおりまし

たが、そのうち日本のエアラインである全日空とＪＡＬが２４機ということで、その半分

ぐらい、全日空が最初のカスタマーだったものですから、最初の１年ぐらいは日本の２社
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だけが世界でも７８７を飛ばしていたという状況になります。 

 次３ページですけれども、具体的にバッテリー事案についての対応ということで、１月

になりますが、７日にボストンで、そして、１６日に高松で、バッテリーに関する事案が

起こっております。その直後に国交省としては、大臣をヘッドとする省内連絡会議を設け

て、また、航空局にも、運輸安全委員会とは別に調査するチームをつくりまして、その対

応に取り組んできましたが、１６日にはＦＡＡから運航停止を命令する耐空性改善命令が

出まして、１７日に日本も運航停止を指示している。 

 １ページめくっていただきますと、４ページのほうに、ボストンの事例について説明し

てありますけれども、こちらにつきましては、特徴としましては、ボストン空港に到着し

て、乗員・乗客が全員降機した後に、整備士が客室の後方で煙が発生していることに気が

つきまして、バッテリーから出火していることを確認されて消火したものでございます。 

 そして５ページになりますが、こちらが高松になりますが、高松空港につきましては、

上空を、山口宇部空港を離陸して上昇中に、バッテリーの不具合を示す表示が出た、さら

には操縦室内に異臭がしたということで、羽田空港から目的地を高松空港に変更しまして

着陸したと。そして、煙が確認されたということで、脱出スライドを使用して、乗員・乗

客が降機したということで、その際には乗客に３名軽傷があったという事案です。これに

つきましては、その後確認したところでは、小さく書いてありますけれども、前方の扉の

真下ぐらいにありますが、前方電気室にあるメーンバッテリーに異常があったということ

で、それから、機体の前方にある通気便から、すすのようなものが付着しているのが認め

られていますけれども、火災が発生した形跡はなかった、このようなものが、先ほどの２

件続けて起こった事案でございます。 

 それから１ページ先に行きますが、ここでバッテリーにつきましては、７８７型機は電

気システムを非常に多く使うことが特徴の航空機でございましたが、従来はエンジンの高

圧空気等を使って、これも電気でやるということで、大容量の発電機を従来の航空機に比

べて多く装備しておりまして、右側の飛行機の絵がありますが、左右のエンジンにそれぞ

れ２個ずつ大型の発電機を装備しておりまして、通常はこの４台を使うんですけれども、

後ろのほうにありますＡＰＵについております発電機が２台ということで、全体で６台の

発電機を持っているということで、非常に多くの電気のシステムを使用しますが、これら

の発電機がバックアップも含めてありますので、これらによって賄っています。一方、バ

ッテリーにつきましては、２つのバッテリー、メーンバッテリーとＡＰＵバッテリーが登

 -27-



載されていますが、用途は、基本的には地上での使用と非常時のバックアップということ

になっております。その下にありますが、メーンバッテリーにつきましても、地上での起

動ですとか、飛行中に、先ほど６個あるという発電機からの電源が使用できなかった場合

のバックアップになります。そういう意味で、通常の飛行ではほとんど使っていないとい

うことになります。ＡＰＵにつきましても、そこにありますようなＡＰＵの始動等、そう

いった用途であるということを確認したいと思いますが、右下にバッテリーの絵が描いて

ありますけれども、バッテリーのセルがありますが、これが８個直列につながっているも

のに、バッテリー・モニタリング・ユニットという、それをコントロールする制御装置も、

先ほど前のページにバッテリーの箱が描いてありましたが、その箱の中に入っている、そ

のようなバッテリーになっています。 

 ３ページに戻っていただきたいのですが、そういう形で事案が発生しておりますが、事

案発生直後から、ボーイングを中心としましていろいろな原因究明がなされております。

２月になりまして、具体的にボーイングから是正措置の提案があり、航空局としましても、

ＦＡＡと連携してその是正措置案の検証を行ってきました。３月１２日になりますが、Ｆ

ＡＡが適合性証明計画を承認とありますが、この適合性証明計画というのは、実際の基準

にどういうふうに適合していることを示していくかという、試験ですとか解析の計画が書

かれておりますが、これが承認されまして、これに基づいてその後いろいろな証明作業が

なされたということで、航空局からも、シアトルに職員を派遣しまして、そういう試験へ

の立ち会い等を実施するとともに、日本でもそういう証明の関係の資料を見てきた、そし

て、リチウムイオンバッテリーということで非常に専門的でしたので、そういうバッテリ

ーの外部の専門家等の意見も、アドバイスも受けながら審査してきたと。そして、４月に

なりまして、適合性証明計画に基づく試験が完了しまして、１９日にＦＡＡが改修に関す

る設計変更を承認する、２６日は運航再開を認める耐空性改善命令を発行ということで、

同じ日に日本としましても運航再開を認める、耐空性改善通報を発行しているものです。 

 ７ページに行っていただきたいんですが、先ほどの続きになりますが、では具体的にボ

ーイングが行ってきた原因分析、是正措置はどういうことだったかというのを７ページの

ほうに書いてございますが、原因分析、是正措置、特徴的なのは、下にありますけれども、

第三者専門家（ＮＡＳＡ等）による評価ということで、この検討に当たりましては、ボー

イングの専門家だけではなくて、ＮＡＳＡですとかＧＥですとか、いろいろなアメリカの

企業で専門の人を集めていろいろな検討を行って、原因分析ですとか是正措置の検討をや
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っておりますけれども、そういう中で想定されている原因はまず全て洗い出すということ

で、１００項目ほど出まして、地上試験等を行って原因を検証、さらに対策が必要なもの

を除いた８０項目につきまして、原因を４つのグループに分類するということで、電源ナ

ットの不適切な締めつけ等々、外部短絡や電圧変化による電解液への負荷、セルの過放電

による化学変化、製造時の異物の混入、こういったようなグループに分類できるというこ

とで、それに対する是正措置を考えようということで、３段階の対策ということで、まず

は一番上の四角で、４グループ８０項目の原因です、どれが真の今回の事案の原因かはわ

かっておりませんが、この８０項目については直接的な対策をまずとろうということです。

そして、まずは、その原因が発生しないようにするんですが、下に行って、それでもバッ

テリーセルが過熱した場合には、ほかのセルに伝播しない。最後に、万が一セル間で熱が

伝播してすごく熱くなっても火災を外に出さないという対策を設けまして、これにつきま

して審査ということで、ボーイングがやります地上試験、飛行試験、解析等について、航

空局とＦＡＡで審査してきたということでございます。 

 １枚めくっていただきまして、もう少し具体的にどういう対策だったかということで、

８ページに字が書いてありまして、９ページに絵が描いてありますが、それぞれ関係にあ

るので、両方見ながらということになろうかと思いますが、まず８ページの①のほうで、

８０項目の原因に対してバッテリーセルが熱くなる直接の対策ということで、主な内容と

いうことで、電極ナットの締めつけトルクの適正、これは適切に、緩過ぎると抵抗が大き

くなって熱くなる、そういうふうにならないようにということになりますが、９ページで

いきますと⑤で、締めつけトルクの適正化ということで矢印が書いてありますが、そのボ

ルトの部分です、そういうような形で見ていただくんですが、８ページには、例えばセル

の絶縁の処理ということで、下でいきますと①②③④とありますけれども、バッテリーの

セルの間ですとか、セルとバッテリーケースの間とか、そういうところの絶縁処理をする、

そういうふうに見ていただきたいと思います。バッテリーの放電及び過放電に対する保護

機能ということで、従来よりもより安全な数字に、バッテリーに負担のかからないような

設定値に変更するですとか、製造時の品質管理も強化する。そして②で伝播の対策ですが、

セル間で熱が伝わりにくいような処理をするなどをしております。そして最後に万が一と

いうことですが、バッテリーを覆う箱の設置と、排気管を設けて外に逃がすということで、

９ページの左下のほうにございますが、従来ある青いバッテリーの箱を⑰のステンレス製

の箱の中にまず入れる、万が一熱が出ても、この箱の中に閉じ込める、そして、⑱に書い

 -29-



ていますが、この箱から直接機外へつなぐ配管を置きまして、一定以上の圧力になったと

きに全て高圧のガス等を機外に逃すという形で対策をとっています。 

 １０ページになりますが、このような対策を設けているんですけれども、安全・安心を

確保するための措置ということで、どういうことをやっているかということですが、まず

は一番上の四角については、今説明させていただきました内容と同じですが、まずは想定

される原因を全て対策をとるということで、１００項目の想定された原因を洗い出して、

これら全てに想定される対応できる是正措置として、先ほどの３段階の対策を行う。そし

て、航空局、国交省は、ＦＡＡとも連携しまして、それらの対策について分析・評価をし

て、問題がないということを確認した上で、耐空性改善通報を出して運航再開を認める、

開始を行った後は運航できるとしております。ただ、このタイミングで航空会社による追

加措置とありますけれども、基本的には一番上の四角の内容で安全措置は講じられている

んですが、航空会社に対しては安全・安心を確保するために万全の措置をとるように要請

いたしまして、これを受けて、航空会社としましては、４項目そこにありますが、改修後

の、１機１機確認飛行、飛ばして確認する、それから、運航乗務員については慣熟飛行を

行う、そして、運航後、現在も続いておりますけれども、先ほどのバッテリーをモニタリ

ングする、飛行中の電圧値がどうなっているか、そういったようなこともモニタリングし、

利用者への安全情報の開示ということで、そういうモニタリングの状況ですとか、実際の

７８７型機の運航状況を広く利用者に安全情報として開示していこうということを追加的

にやっておりまして、これによって安全・安心の確保、安心していただけるようにという

ことでございます。有償運航再開に向けた取り組みとしまして、改修を行いまして、確認

飛行、慣熟飛行等を行ってまいりましたが、国交省としても立ち会い等により確認する。

さらには、副大臣ですとか政務官も実際に搭乗して順次状況の確認をいたしまして、６月

１日から定期便の運航再開、一部、臨時便は５月下旬からやられていたということでござ

います。 

 最後の２枚に、１１ページ、１２ページになりますが、実際に定期運航が始まった後の

不具合をまとめておりますが、例えば最初のページが全日空ですけれども、６月１日にド

アの周りから異音がした、まさに運航を再開した最初の日、初便にもこういうようなこと

がございましたが、基本的にはバッテリーそのものの問題は発生しておりません。ただ、

１２ページの一番上にございますが、ＪＡＬの６月２日、シンガポールからの便で、到着

後の点検で、補助動力装置用のバッテリーの先ほどありました覆い箱の内外の圧力差を検
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知したことを示す表示があったということで、これは先ほどの機外にパイプでつながって

おりますので、その辺のシステムが作動して圧力差ができたときに作動する表示でしたが、

こういうのがあって、これはよくよく確認してみると、バッテリーの改修をしたときに、

一時的に、漏れの検査をするためにある穴をテープで塞いでいたんですが、それのはがし

忘れであったということもわかっております。そういうような、バッテリーの今回の改修

に関係したものとしては、その６月２日のものがございます。 

 あとそれ以外につきましては、こうやって見ると全体で１５件ほど表示されていまして、

いろいろありますが、７８７固有というものではなく、基本的には日常的に出ている不具

合かなと思いますが、やはり件数は多めかなという印象はあります。先ほど、エアライン

のほうの安全・安心の措置ということで、通常は公表しないようなかなり細かいものも公

表してきているということで、ほかの機種に比べると、多いなという感触につながってい

るのではないかと思います。 

 以上、再開に向けての動きと、現在の運航状況についてご説明させていただきました。 

【Ｅ委員】  ご説明ありがとうございました。 

 それでは、最後の資料ですけれども、資料３－４ 将来の航空交通システムに関する長

期ビジョンについてということで、こちらもご説明よろしくお願いいたします。 

【交通管制企画課新システム技術推進官】  交通管制企画課の齋藤と申します。私のほ

うから将来の航空交通システムに関する長期ビジョン、私どもこれをＣＡＲＡＴＳと呼ん

でおりますが、についてご説明させていただきます。 

  まず１ページ目がＣＡＲＡＴＳを策定された背景でありますが、左側にありますよう

に、航空交通需要の増大に関して、私どものやっている管制処理容量はいつも不足の状態

にあり、また、管制処理容量を超えたことによりまして、遅延もしばしば発生しています。

また、空域や経路の柔軟な運用が限定的であるために、効率的な運航に制約があります。

ヒューマンエラー等のトラブルも、まれにではございますが起きている現状でございます。 

特に最近は上空通過機と呼ばれます、日本の空港を離発着しないで、日本の上空だけ飛

ぶ飛行機、具体的に言いますと東南アジアとか中国から北米などに飛ぶような便が相当増

えています。これは、そちらの経済圏の伸びであるとか、飛行機の長距離運航が可能とな

った影響と思いますが、そういうところも含めまして需要増に対応していく必要があると

思っております。 

 右側のページでございますが、同じく交通システムというのは世界につながっておりま
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すので、世界的に協調していかないと発達していきません。アメリカやヨーロッパでは同

様なＮｅｘｔＧｅｎと言われている計画や、ＳＥＳＥＲと言われている長期計画がござい

ます。また、ＩＣＡＯのほうも下のほうにございますが、グローバルＡＴＭ運用構想を策

定しまして、２０２５年をめどに、このような航空管制システムをつくっていこうという

提案をしております。そういう流れにおくれないように、日本も交通システムを発達して

いく必要があるということで、ＣＡＲＡＴＳを策定しました。 

 ３ページでございます。若干の経緯を書いておりますが、２００９年～１０年にわたり

まして、まず将来の航空交通システムに関する長期ビジョンがどうあるべきかを２年にわ

たって検討いたしまして、策定いたしました。CARATSの略は、そこに書いてありますよう

に、Collaborative Actions for Renovation of Air Traffic Systemsで、特にコラボレー

ション、関係者の協調を重視した計画になっております。策定後、具体的にどうやって実

行していくかを考え、今度はロードマップを策定しました。ロードマップというのは、具

体的な施策を実行するために、何年後にどういうことをやっていくということを決めたも

ので、５５の具体的な施策を策定いたしました。また、関係者の同意を得、具体的な実施

を行うための推進協議会もつくっております。推進協議会構成はの下の図にございますが、

中央に推進協議会がありまして、下のほうに各分野にわたって専門家の検討が必要でござ

いますので、ＡＴＭ検討ＷＧであるとか、ＰＢＮ検討ＷＧ等の幾つかのワーキンググルー

プに分けています。ＷＧでは、大学の先生であるとか、防衛省等の関係省庁、運航者、研

究機関、今委員としてご出席頂いているＪＡＸＡも含めまして、電子航法研究所などの研

究機関、及び交通管制システムをつくっているメーカーなどに参加していただきまして、

検討を行っております。 

 ４ページでございます。長期ビジョンをつくる際に、２０２５年にどのような交通管制

システムを目指すかという長期目標を、チャレンジングな目標ではございますが、つくっ

ております。全部で７つございまして、「安全性を向上させる」、「航空交通量増大へ対応す

る」、「利便性を向上させる」、「運航の効率性を向上させる」、「航空保安業務の効率性を向

上させる」、「環境への配慮」、あとは「国際プレゼンスの向上」、です。数値目標も決めた

上で、これを実現するように２０２５年まで頑張っていこうということにしております。 

 目標を実現するためにどういうことをやっていく必要があるかというものを示したのが、

下にあるの変革の方向性です。これは全部で８つございますが、「軌道ベース運用」とか、

「性能準拠型の運用」であるとか、そういうことを１個１個実現していって、上の７つの
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目標を達成しようということにしております。 

 ５ページになります。ここからは、具体的に我々がどんな課題を解決しようとしている

かの例を幾つか挙げさせていただいております。中にはもう既に解決に向かって着手して

いるものもございますし、まだどうやって解決するか検討中のものもございますが、主な

例をこれから述べさせていただきます。まず、５ページは航空管制の課題でございます。

左側に課題が書いてありまして、右はそれを絵にしたものなので、右を参考に見ながら聞

いていただきたいと思いますが、まず管制の課題としては、管制の指示をパイロットに伝

える手段は、今もってまだ音声通信が中心でございます。そうすると、しゃべっている時

の管制官の拘束時間や、またはそれを使っている電波の占有時間がボトルネックとなりま

す。このため、管制官１人当たり、また１つの電波・周波数当たりの航空機の処理能力は

おのずと限界がございます。それを向上してていくためにどうしていくか。主な解決策は

データ通信に変えられるところは変えていくことですが、そういうことを検討しておりま

す。 

 また、音声通信に頼りますと、言い間違いや聞き間違いのヒューマンエラーがございま

す。たまにこれもインシデントにつながるようなことがございます。こういうことも解決

していく必要があると考えています。あとは情報の共有の問題もありまして、管制官と航

空機は基本的に音声で伝えられる部分しか情報を交換していません。そうなりますと、航

空機はわかっているんだけど、下の管制官はわかっていない細かい情報、具体的には上空

を飛んでいる気象の状況であるとか、これからパイロットはどういう行動をしようとして

いるとか、機器の状況であるとかは、正確にはわかっておりません。これをデータリンク

等を用いまして、航空機が持っている情報を管制官に必要な情報を送ることができたら、

もう少し効率的で安全な管制ができるのではないかと考えております。 

 ４つ目でございます、今度は逆でございまして、航空機のパイロットのほうも、管制官

がレーダーで見ているような周りの状況とかは、一部はわかっておりますが、完全にはわ

かっていません。ですから、逆に今度は地上から航空機のほうに情報を送ってあげると、

また安全につながるのではないかと考えております。 

 ６ページでございます。空港での問題の一部挙げさせていただきました。ここでも、管

制官や航空会社との関係者の中で情報の共有が十分にできていないため、皆さんも羽田で

は離陸までよく待たされていると思いますが、滑走路手前の出発機の行列であるとか、到

着や出発機の運航状況、あとスポットと言われる駐機場の使用状況の不整合によって航空
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機の地上交通の滞留などが発生しています。また、天気が悪いときでございますが、低視

程時においては、管制塔における空港面の監視能力が低下しまして、地上交通の状況に応

じた対応が難しくなっています。 

 ３番目といたしまして、パイロットは主に地上は目視によって、ライトであるとか、標

識の白い線などを見ながら運航しておりますが、夜間や降雨時はそれが見にくくなるとい

うことから、円滑な地上走行が難しくなっています。また、滑走路の異物、滑走路の中に

異物がありますとコンコルドでも大きな事故につながりましたが、もしも異物があるかも

しれないという情報が入りましたら、今その滑走路を閉鎖して、車に乗り目視で確認して

いるわけですが、閉鎖時間が長くなる、いろいろなそういう問題があります。 

 ７ページ目でございます。今度は通信の課題でございまして、先ほどの管制の話とつな

がるところもあるんですが、まず７ページの左上の音声通信に関する課題ということで、

今でも管制の指示等を音声でやっている関係で、コミュニケーションに齟齬があるとか、

たくさんの航空機が一度に呼ばれた場合になど、通信が輻輳するときには作業効率が低下

するであるとか、ヒューマンエラーの誘発などが考えられます。あと、右上でございます

が、携帯のメールのようなデータ通信で指示を行う場合でも、まだ通信速度が十分ありま

せんので、必要な情報が送れない、また、送った場合も遅延が生じるなどの問題がござい

ます。これからますますデータ通信の需要を考えると、いわゆる土管（インフラ）の、通

信の高速化と容量の増大は緊急の課題だと思っております。航空の場合、限られた周波数

しか実は割り当てられてございませんで、その航空用に割り当てられた周波数をいかに効

率よく使うかというのも技術的な課題として考えられます。 

 ８ページが運航・航法の問題でございます。ご存じと思いますが、従来の航法は、地上

にあります航空保安施設の配置によりまして固定的に決められておりまして、直線で行け

ば速いんですが、カクカクとした遠回りをするようなことが現状でございました。今は、

一部最短距離近いコースをを飛べるような航法が進んでおりまして、対応している航空機

ではすでに飛んでおりますが、それをもっと進めていこうと思っております。あと、空港

の就航率の問題ですが、天候とか台風は避けられませんが、技術的に解決できるところで

ありましたら空港の就航率を上げて、お客様に迷惑をかけないような施策も必要だと思っ

ております。 

 当然、効率を上げて飛行機を増やしても安全性が低下すると実も蓋もありませんので、

安全性を維持する、また、より向上するような施策をあわせてやっていく必要があると考
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えております。 

 最後に、事業の効率性でございますが、信頼性や安全性を維持しながら、または向上さ

せつつコストを下げていくのが、我々に求められていることだと思います。今もいろいろ

な地上施設がありまして、それに維持管理に相当なコストをかけておりますが、最新の技

術を使うことによって、いかに信頼性・安全性を確保しながらコストを下げていくことを

考えることも必要だと思っています。 

 以上のような課題を解決するために、我々は、先ほど申しましたＣＡＲＡＴＳという長

期ビジョンをつくりました。現在は実施フェーズの３年目になりまして、、一部実行してお

り、一部継続的に検討しているところでございます。 

また機会がありましたら、具体的にどんな検討をしているのかとか、今の進捗状況など

をお話しさせていただきたいと思いますが、今日のところはこれで終わらせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

【Ｅ委員】  どうもありがとうございました。４つの内容に関しましてご説明いただき

ました。それぞれ緊急を要する課題で、大変なご苦労の中で進められているとお聞きして

います。 

 ただいま報告いただきました内容に関しまして、委員の皆様方からご質問、ご意見等ご

ざいましたら、よろしくお願いいたします。 

【Ｂ委員】  私の理解が低いとは思うんですが、ちょっと教えていただきたいと思うん

ですが、最初の技術規制のあり方、それから空港のインフラの問題、維持管理の問題、こ

れはまさに安全行政の一環ではないかと思うんですけれども。そういう意味で言いますと、

冒頭の今後の航空技術安全行政の課題についてという、資料１の３ページの、いろいろな

課題が列挙されていまして、その中の一環として、この中には空港の維持管理ですとか、

あるいは航空交通業務の技術振興といった課題がまさに明確に整理されていまして、その

一環としてといいますか、対策として、対応としての、今回の報告の中身は、そういう位

置づけにあると理解してよろしいでしょうか。そうしますと、こういった全体の上での課

題に対してどういう対応をしていくのかという全体像ですかね、こういうことも含めた、

先ほどの、今後の自発報告ですとか、あるいはプロバイダとレギュレータの分離ですとか、

そういった、今後の新たな方向性というのはわかるんですが、既存の対策、取り組みを含

めた全体像をまず整理された上で、こういうことを説明すると、非常に理解が進むのでは

ないかと思います。 
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【Ｅ委員】  ご指摘のとおりかと思います。そのためにこの安全部会というのがつくら

れて、全体のことが委員の皆さん方に説明いただいて、全体像としてもいろいろご指摘い

ただけるようにと。従来は、それぞれの小委員会といったところで、それぞれ専門家の先

生方の意見を聞いていたんですけれども、安全に関する全体の取り組みをご意見をいただ

こうということで、この部会が第１回目ということで開催されたと私は理解しております

けれども、それでよろしいでしょうか。 

【安全企画課長】  すみません、全体の仕組みを、課題についてというところで、課題

まででとめておりましたので、ちょっとわかりにくかったかもしれません。この部会が立

ち上がる前に既に議論がされているようなものがございましたので、それについては、当

然この技術・安全部会で、もし部会がございましたらこちらでもきちんとご議論いただく

ような話かとは思っておりましたが、今回１回目でございまして、それまで検討されてい

たことについて、この部会でも関係がありそうなものについて、今回ご報告させていただ

いたということでございますので、次回またきちんと全体を整理してお示ししたいと思い

ます。すみません。 

【Ｂ委員】  そうですね、資料２の２２ページに、今後の航空安全行政の全体概要（ま

とめ）という１枚があるんですが、この中にそういった既存の取り組みを含めて整理され

るとよろしいんではないかと思います。 

【Ｅ委員】  ご意見ありがとうございます。 

【Ｄ委員】  具体的な問題になってくるんですけれども、まず１点は空港施設なんです

けれども、維持管理ということなんですけれども、羽田と成田の誘導路が非常に複雑で、

我々、ロンドン・ヒースロー、あるいはシンガポールのチャンギは、夜になりますと、フ

ォローザグリーンで、そうすると非常に簡単で、滑走路の誤進入、あるいは誘導路の間違

いが非常に少ないんですけれども、技術的には日本は可能だと思うんですけれども、やは

り予算の面でなかなか難しいんでしょうか。 

【Ｅ委員】  誘導灯ですね。 

【安全部長】  Ｄ委員のご指摘は、航空灯火をどういうふうに工夫していくのかという

話だろうと思いますけれども、私どもでもその点については関心を持っておりまして、順

次、多分羽田のように混雑している空港からそういうシステムを導入していくことになろ

うかと思います。ただ、ご指摘のとおり、予算との兼ね合いがございますので、はなから

理想的なところには行かないというのが現実でございます。 
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 もう一つ、誘導路の配置等の問題ですけれども、やはり羽田が典型でございますが、今

滑走路を４本持っていますけれども、その４本の計画が最初からつくられていて、それに

合うように誘導路をつくってきたわけではなくて、徐々に空港の規模の拡大に応じて滑走

路とともに誘導路をつくってきた歴史がございますので、なかなかパイロットの皆さんに

はご苦労をおかけしていると思います。ただ、パイロットの皆様、機長認定等を通して、

滑走路とか誘導路の勉強をしていただいておりますので、迷子になるとかそういう事態は

幸いなことに起きていません。 

【Ｄ委員】  ありがとうございました。もう一点、管制システムですが、最近は日本も

RNAVが設置されてきまして、非常に効率的なフライトができるようになっておりまして、

騒音問題にも非常に寄与しております。ただ、１点、これはエアラインはそれで非常にい

いんですけれども、今、事業者とかヘリコプターが、特にこの前の震災のときは、ＶＯＲ

がどんどん撤去されてきまして、相当苦労されていますので、ある意味では、事業用の飛

行機、あるいはヘリコプターの安全性にも影響しかねないというところがあると思います

ので、効率と安全性の兼ね合いを見ながらＶＯＲの撤去をしていただきたい、そのように

思っています。 

 それからもう一点は、これも管制システムで、プロファイルディセンドですね、低いと

ころで段階的にレベルすると、非常に燃料も消費しますし、ＣＯ２をそれだけ排気される、

それからエンジンをふかしますので騒音も大きくなりますので、できるだけそのプロファ

イルディセンドができるようなシステム、これもなかなか、いろいろな兼ね合いがあると

思いますけれども、移行していただきますと、効率性、地球環境にとっても非常に優しく

なるかなと思いますので、そこら辺の検討もお願いしたいと思っております。 

【交通管制企画課新システム技術推進官】  最初にお話ありました小型機の関係につい

ては、確かに今まで私どもは大型機を中心に管制システムを考えてございまして、小型機

側の方からそういう意見があったのは事実でございます。現在、私の使った資料の３ペー

ジにありますが、その反省も踏まえまして、小型機航空機用のRNAV検討サブグループを特

別につくりました。小型機に特化してますので、ヘリの事業者などの主要事業者の方に来

ていただいています。レーダーのブラインドの問題等はそう簡単に解決する問題ではあり

ませんので、小型機側の要求に応えられているかと言われるとまだまだではありますが、

少しでも、例えば、今ドクターヘリ等で緊急の運航も増えておりますので、小型機用のIFR

ルートを作るなどそういう取り組みはやっておりますので、まだ実現には至っていません
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が、努力していきたいと思います。 

 あと、２つ目の話のほうも、私どもも当然、環境の負荷軽減も大事だと思っています。

ただ、障害物の問題とか、飛行の効率性を考えると逆に悪化させる面もあるので、なかな

か両立させるのは難しいと思いますが、できるところから導入していきたいと思いますの

で、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

  

【Ｄ委員】  ありがとうございました。 

【Ｈ委員】  コメントになってしまうんですけど、大きく２つで、１つ目は、資料３－

１の技術規制のあり方を見ていて、２ページ目に、事業者、これはエアラインから２５１

項目要望があって、それを国交省で集約して１２９、ここを見ると、ここはまさにサービ

スプロバイダ側とレギュレータが、プロバイダ側は効率を追求するので２５１項目全部や

ってくれ、となり、一方で、ちゃんと分離したレギュレータ側で、アクセルを踏む側の事

業者を、ポジティブなブレーキというんですかね、ブレーキをかけて、それを安全性の面

から１２９にするという、こういうことがやっぱり、こういう面から、管制組織というん

ですかね、エアナビゲーションのサービスプロバイダ側も、こういう効率性を追求する側

と安全性側で担保する、こういうことが組織を独立性を担保しながらできていくといいの

かなと思いつつ、先ほどＣ委員からも、日本人の特質というんですかね、そういう中で、

完全に分離しないやり方も日本人に合っているのかもしれませんけれども、そういう感想

を、ここから感じたということが１点です。 

 最後のＣＡＲＡＴＳの面では、リスクマネジメントを考える上では、システムを抜本的

に変えていこうというときには、やはりその裏というか、日本サイドでうまくＳＭＳを回

して、新しいシステムを入れたときには新しい種類のインシデントが発生するというのが

一般論としてあると思いますので、こういうことはちゃんとあってこそ、新しいシステム

を導入しやすくなる環境になるのかなと思いました。 

 もう一点は、ＣＡＲＡＴＳの中でも、１つ国際プレゼンスを上げていくというところが

あったんですけれども、今日は日本国内への安全行政という話だったんですけれども、日

本のエアラインだって、いろいろなエアラインが、特に途上国にエアラインも行くし、お

客さんも行くしということなので、何らか向こうの技術支援というんでしょうか、そこに

管制システムの技術協力というのが当然想定されていましたけれども、このＳＭＳという
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んですかね、分析ツールというんですか、そういうソフトウエアも向こうに提供できてい

くと、世界の、ネットワークでつながっていますから、全体の安全性も上がっていくのか

なと思いました。感想ですけど以上です。 

【Ａ委員】  全体を通してなんですけれども、言われたことは全部納得できるし賛成な

んですけど、これをいかに転がすかが重要だと思うんです。この部会は初めてできたとい

うことで、これからも長いわけですから、一遍に全ての項目を達成することはきっと困難

だと思います。そうすると、ＰＤＣＡによって、その１回目のサイクルよりも２回目のサ

イクルのほうがより多くカバーする内容が提示されて、しかも内容が濃くなっていくとい

うことを期待して進めていき、安全目標に近づけていくことが、きっと安全部会の仕事だ

ろうと思うんですね。そうすると、当面の１回目のサイクルで何を拾うのか、２回目、３

回目にも拾う範囲がどんどん増えてくるんですけど、順番と言っても変な言い方ですけど、

そういうふうな皆さんの合意のもとで目標となるものを選んでいくというのが重要なこと

だと思うんです。それが世の中で言う行動計画であると思うんです。それで結果的に安全

性が高まっていくことをきっと期待しているんだと思うので、そういうことが可能かどう

か、部会長とともに、事務方も十分よくご検討いただきたいと思います。 

【Ｅ委員】  ありがとうございます。貴重なご指摘、検討させていただければと思いま

す。 

 FAAも予算の削減で苦労しているようです。世の中そういう情勢にはあるんでしょうけれ

ども、安全が崩れると、そこで節約したよりもっと膨大な支出が要るわけですので、そう

いったところも理解していただきながら、検討を進めて頂ければと思います。進行を事務

局のほうで再度よろしくお願いいたします。 

【事務局（坂本）】  ありがとうございました。それでは事務局から連絡事項をお伝えし

ます。本日の議事概要につきましては、委員の皆様のご了解を得ました後に、後日、国土

交通省ホームページにて掲載させていただきます。 

 また、次回、第２回の開催日時につきましては、改めて事務局からご連絡させていただ

きます。 

 本日の部会はこれにて終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


